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寡
婦
年
金

　
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険

料
を
納
め
た
期
間
（
免
除
期
間
を

含
む
）
が

２５
年
以
上
あ
る
夫
が
、

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
な
く
死
亡

し
た
時
、

１０
年
以
上
婚
姻
関
係
の

あ
っ
た
妻
に

６０
歳
か
ら

６５
歳
ま
で

支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
寡
婦
年
金
額

　
夫
が
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
老

齢
基
礎
年
金
の
４
分
の
３

※
た
だ
し
、
死
亡
し
た
夫
が
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
る
権
利
を
持

っ
て
い
た
り
、
妻
が
繰
り
上
げ

の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
て
い

た
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

死
亡
一
時
金

　
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険

料
を
３
年
以
上
（
一
部
納
付
を
し

た
期
間
の
月
数
は
、
一
部
納
付
の

割
合
に
よ
っ
て
計
算
）
納
め
た
人

が
、
年
金
を
受
け
ず
に
亡
く
な
っ

た
時
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
死
亡
一
時
金
額

　
保
険
料
を
納
め
た
月
数
に
応
じ

て
一
時
金
の
額
が
決
ま
っ
て
い
ま

す
。（
１２
〜
３２
万
円
）

※
付
加
保
険
料
を
納
め
た
期
間
が

３
年
以
上
あ
る
場
合
は
、
８,

５
０
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

※
た
だ
し
、
そ
の
人
の
死
亡
に
よ

り
遺
族
が
遺
族
基
礎
年
金
の
支

給
を
受
け
ら
れ
る
時
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

付
加
年
金

　
定
額
の
保
険
料
に
、
月
額
４
０

０
円
を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
、

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
に

付
加
年
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

◆
付
加
年
金
額

　
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納
付

月
数

※
た
だ
し
、
保
険
料
の
免
除
を
受

け
ら
れ
て
い
る
方
、
国
民
年
金

基
金
に
加
入
し
て
い
る
方
は
付

加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

　
社
会
保
険
庁
で
は
、
公
的
年
金

制
度
の
仕
組
み
や
基
本
理
念
を
周

知
し
、
制
度
へ
の
参
加
意
識
を
養

う
こ
と
を
目
的
と
し
て
次
世
代
を

担
う
中
学
生
お
よ
び
高
校
生
を
対

象
と
し
た
年
金
教
育
の
一
環
と
し

て
、
年
金
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

＊
最
優
秀
作
品
は
「
社
会
保
険
庁

全
国
年
金
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
」

に
推
薦
し
ま
す
。

応
募
作
品

・
ポ
ス
タ
ー
部
門
の
み
で
す
。

・
「
ね
ん
き
ん
」
も
し
く
は
「
年

金
」
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

・
Ｂ
３
サ
イ
ズ
ま
た
は
四
つ
切
り

の
画
用
紙
を
使
用
し
、
学
校
単

位
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

テ
ー
マ

　
「
年
金
は
世
代
と
世
代
の
支
え

合
い
」「
年
金
で
つ
く
る
豊
か
な

老
後
」
ま
た
は
「
家
族
と
年
金
」

「
年
金
は
老
後
だ
け
じ
ゃ
な
い
」

を
テ
ー
マ
に
表
現
し
て
く
だ
さ
い
。

募
集
期
限

９
月

１５
日（
火
）ま
で

　
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
大
き
な
役

割
を
に
な
う
中
学
生
や
高
校
生
を

対
象
に
、
社
会
生
活
に
お
い
て
必

要
な
知
識
の
ひ
と
つ
で
あ
る
公
的

年
金
制
度
の
基
本
に
つ
い
て
、
理

解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、

学
校
の
授
業
へ
の
講
師
派
遣
や
教

材
の
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

【
ね
ん
き
ん
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク

ー
ル
や
年
金
教
育
に
つ
い
て
】

　
高
知
社
会
保
険
事
務
局

　
運
営
課 

企
画
給
付
係

　
蕁
０
８
８
―
８
２
２
―
０
２
０
１

　
〒
７
８
０
―
８
５
４
７

　
高
知
市
本
町
４
―
２
―

４０
　

　
ニ
ッ
セ
イ
高
知
ビ
ル
８
階

　【
制
度
や
手
続
き
に
つ
い
て
】

　
大
方
総
合
支
所

　
住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

　
総
務
課 

住
基
戸
籍
係

　
蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

 
高
知
社
会
保
険
事
務
局

　
幡
多
事
務
所

 
蕁
３
４
―
１
６
１
６

国
民
年
金
に
は

　
独
自
給
付
が
あ
り
ま
す

中
学
・
高
校
生
対
象

第
４
回
ね
ん
き
ん
ポ
ス
タ

ー
コ
ン
ク
ー
ル
募
集

年
金
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

毎年8月は「北方領土返還運動全国強調月間」です
択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の北方四島は、いまだかつて一度も外国の領土になったことの
ない日本固有の領土であるが、60年以上にわたってソ連・ロシアにより不法占領されている。

　当時、北方四島には住んでいた約17,000人の日本人の元島民のうち、約半数は脱出したが、それ以外の島民は、
1947年から1949年にかけて、四島から強制退去させられ、サハリンでの抑留を経て、日本に送還された。　
　歴史上、一度も外国の領土になったことがなく、歴史的、法的事実から見ても我が国固有の領土である北方四島は、
このような経緯によってソ連、ロシアにより不法に占拠されており、その返還は日本国民の悲願である。

えと ろふ くな しり しこ たん はぼまい


